
 

千葉市消費生活条例（抜粋）  

第４章 不適正な取引行為の禁止等  

（不適正な取引行為の禁止）  

第１８条 事業者が消費者との間で行う取引に関する行為のうち、次の各

号のいずれかに該当する行為であって規則で指定するものは、不適正な取

引行為とする。  

 

（１）消費者に対して、商品の販売若しくはサービスの供給の意図を隠し、

商品若しくはサービスに関する重要な情報であって事業者が保有し、

若しくは保有し得るものを提供せず、契約締結の意思を形成する上で

重要な事項について誤信を招く情報を提供し、又は将来における不確

実な事項について断定的な判断を提供して、契約の締結を勧誘し、又

は契約を締結させること。  

（２）消費者の自発的な意思を待つことなく執ように説得し、当該消費者

の取引に関する知識若しくは判断力の不足に乗じ、若しくは消費者を

心理的に不安な状態に陥らせる等して、契約の締結を勧誘し、又はこ

れらにより消費者の十分な意思の形成がないまま契約を締結させる

こと。  

（３）取引における信義誠実の原則に反し、消費者に不当な不利益をもた

らすこととなる内容の契約を締結させること。  

（４）消費者又はその関係人を欺き、威迫し、困惑させる等の不当な手段

を用いて、消費者又はその関係人に契約（契約の成立又はその内容に

ついて当事者間で争いのあるものを含む。）に基づく債務の履行を迫

り、又は債務の履行をさせること。  

（５）契約又は法令の規定に基づく債務について、正当な理由なく完全な

履行をせず、消費者の正当な根拠に基づく履行の請求に対して適切な

対応をすることなく履行を不当に拒否し、若しくはいたずらに遅延さ

せ、取引条件を一方的に変更し、又は消費者への事前の通知をするこ

となく履行を中止すること。  

（６）消費者の正当な根拠に基づく契約の申込みの撤回、契約の解除若し

くは取消しの申出又は契約の無効の主張（以下これらを「申込みの撤

回等」という。）に際し、当該申込みの撤回等を妨げて契約の成立若

しくは存続を強要し、又は申込みの撤回等が有効に行われたにもかか

わらず、当該申込みの撤回等によって生じた債務の履行を不当に拒否

し、若しくはいたずらに遅延させること。  



（７）消費者が他の事業者から商品を購入し、若しくはサービスの供給を

受けることを条件又は原因として信用の供与をする契約又は保証を

受託する契約（以下これらを「与信契約等」という。）について、消

費者の利益を不当に害することが明白であるにもかかわらず、その締

結を勧誘し、若しくはそれを締結させ、又は不当な手段で与信契約等

に基づく債務の履行を迫り、若しくは債務の履行をさせること。 

 

２ 市長は、前項の規定により不適正な取引行為を指定しようとするとき

は、あらかじめ、審議会の意見を聴くものとする。これを変更しようとす

るときも、同様とする。  

 

３ 事業者は、消費者と取引を行うに当たり、第１項に規定する不適正な

取引行為を行ってはならない。 


